
 

 

報  告  第  ２５  号  

 

 

専決処分の報告について  

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、次のとおり

専決処分したので、同条第２項の規定により報告する。  

 

令和７年１２月２日提出  

 

新居浜市長 古 川 拓 哉  

 

 

損害賠償の額の決定について  

 

 



 

 

○写  

処     分     書  

 

専  決  第  ９  号  

 

 

損害賠償の額の決定について  

 

学校施設における除草作業中の事故について、次のとおり損害賠償の額を決定する。  

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により専決処分する。  

 

令和７年１１月４日  

 

新居浜市長 古 川 拓 哉  

 

 

１ 損害賠償の額    ４０万６，７１４円  

 

２ 損害賠償の相手方  （省 略）  

 

 

３ 事故の概要  

令和７年１０月１日午前８時３５分頃、新居浜市立金子小学校において、職員が除

草作業を行っていた際、草刈機により飛び跳ねた小石が、北側の民有地（一宮町一丁

目１０番１１号）に駐車中の小型自動車に当たり、車両を損傷させた。  



 

 

議  案  第  ６６  号  

 

 

損害賠償の額の決定について  

 

リース契約の変更について、次のとおり損害賠償の額を決定する。  

 

令和７年１２月２日提出  

 

新居浜市長 古 川 拓 哉  

 

 

１ 損害賠償の額    １，９０８万６，１７０円  

 

２ 損害賠償の相手方  香川県高松市中野町２９番２号  

ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社 四国支店  

四国支店長 桑  原 誠  

 

３ 事件の概要  

令和４年７月１５日付けでリース契約を締結した戸籍システムについて、地方公共

団体情報システムの標準化に伴い、当該戸籍システムの一部が不要となることから、

令和７年１０月３１日付けで当該リース契約の変更契約を締結したことにより、相手

方に損害を生じさせた。  

 

提案理由  

戸籍システムのリース契約の変更に係る損害賠償の額を決定するため、地方自治法第

９６条第１項第１３号の規定により、本案を提出する。  



 

 

参照条文  

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）抜粋  

 

［議決事件］  

第９６条 普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならない。  

（１）～（１２）（省 略）  

（１３）法律上その義務に属する損害賠償の額を定めること。  

（１４）、（１５）（省 略）  

２ （省 略）  

 

 



 

 

議  案  第  ６７  号  

 

 

土地改良事業の計画について  

 

土地改良事業の計画の概要を次のとおり定める。  

 

令和７年１２月２日提出  

 

新居浜市長 古 川 拓 哉  

 

 

１ 事業の名称  ため池等整備事業  

２ 施 行 場 所  唐戸地区（新居浜市萩生字治良丸）  

３ 事 業 概 要  

唐戸池（上） 堤体 堤長 ３５．０メートル  

堤高 ４．４メートル  

法面保護（ブロックマット） １９６．０平方メートル  

洪水吐 幅 ３．０メートル  

取水施設 斜樋 直径 ２００ミリメートル  

底樋 直径 ６００ミリメートル  

唐戸池（下） 堤体 堤長 １８．０メートル  

堤高 ４．７メートル  

法面保護（ブロックマット） １０４．０平方メートル  

洪水吐 幅 ３．０メートル  

取水施設 斜樋 直径 １３０ミリメートル  

４ 概算事業費  １億５，０００万円  

５ 事 業 期 間  令和８年度から令和１２年度まで  

 



 

 

提案理由  

ため池等整備事業の施行に当たり、土地改良事業の計画の概要を定めるため、土地改

良法第９６条の２第２項の規定により、本案を提出する。  

 

 

参照条文  

 

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）抜粋  

 

（土地改良事業の開始）  

第９６条の２ 市町村は、土地改良事業計画を定めて土地改良事業を行うことができる。  

２ 前項の規定により土地改良事業計画を定めるには、市町村は、あらかじめ、当該市

町村の議会の議決を経て、土地改良事業の計画の概要（２以上の土地改良事業を併せ

て施行する場合には、その各土地改良事業に係る計画の概要及び農林水産省令で定め

るときにあつては全体構成）を定め、その計画の概要（全体構成を定める場合にあつ

ては、その全体構成を含む。）その他必要な事項を公告して、その事業の施行に係る

地域内にある土地につき第３条に規定する資格を有する者の３分の２（２以上の土地

改良事業を併せて施行する場合には、その各土地改良事業につき、その施行に係る地

域内にある土地につき同条に規定する資格を有する者の３分の２）以上の同意を得、

かつ、当該土地改良事業の施行に係る地域の全部又は一部をその地区の全部又は一部

とする土地改良区があるときは、その土地改良区の同意をも得なければならない。  

３～７ （省 略）  

 



 

 

ため池等整備事業  

 

 

 

 

位置図 

萩生 

施行箇所 

唐戸池（下） 

唐戸池（上） 



 

 

ため池等整備事業  

 

 

 

 

堤体 取水施設 

洪水吐 

平面図（唐戸池（上）） 

） 

施行箇所 



 

 

ため池等整備事業  

 

 

 

 

 

施行箇所 

堤体 

平面図（唐戸池（下）） 

取水施設 

洪水吐 



 

 

議 案 第 ６８ 号 

 

 

新居浜市立児童館の指定管理者の指定について  

 

新居浜市立児童館の指定管理者を次のとおり指定する。  

 

令和７年１２月２日提出  

 

新居浜市長 古 川 拓 哉  

 

 

施設の名称  指定管理者となる団体  指定の期間  

新居浜市立中央児童セ

ンター  

新居浜市高木町２番６０号  

社会福祉法人新居浜市社会福祉協議会  

会長 白  石 敦  之  

令和8年4月1日から 

令和13年3月31日まで 

新居浜市立川東児童セ

ンター  

新居浜市立瀬戸児童館  

新居浜市立上部児童セ

ンター  

 

提案理由  

新居浜市立児童館の指定管理者を指定するため、地方自治法第２４４条の２第６項の

規定により、本案を提出する。  



 

 

参照条文  

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）抜粋  

 

（公の施設の設置、管理及び廃止）  

第２４４条の２ （省 略）  

２ （省 略）  

３ 普通地方公共団体は、公の施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると

認めるときは、条例の定めるところにより、法人その他の団体であつて当該普通地方

公共団体が指定するもの（以下本条及び第２４４条の４において「指定管理者」とい

う。）に、当該公の施設の管理を行わせることができる。  

４ （省 略）  

５ 指定管理者の指定は、期間を定めて行うものとする。  

６ 普通地方公共団体は、指定管理者の指定をしようとするときは、あらかじめ、当該

普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。  

７～１１ （省 略）  



 

 

議 案 第 ６９ 号 

 

 

新居浜市老人ホームの指定管理者の指定について  

 

新居浜市老人ホームの指定管理者を次のとおり指定する。  

 

令和７年１２月２日提出  

 

新居浜市長 古 川 拓 哉  

 

 

施設の名称  指定管理者となる団体  指定の期間  

新居浜市立慈光園  

新居浜市西の土居町二丁目８番１２号  

社会福祉法人三恵会  

理事長 太  田 恵理子  

令和8年4月1日から 

令和13年3月31日まで  

 

提案理由  

新居浜市老人ホームの指定管理者を指定するため、地方自治法第２４４条の２第６項

の規定により、本案を提出する。  

 



 

 

参照条文  

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）抜粋  

 

（公の施設の設置、管理及び廃止）  

第２４４条の２ （省 略）  

２ （省 略）  

３ 普通地方公共団体は、公の施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると

認めるときは、条例の定めるところにより、法人その他の団体であつて当該普通地方

公共団体が指定するもの（以下本条及び第２４４条の４において「指定管理者」とい

う。）に、当該公の施設の管理を行わせることができる。  

４ （省 略）  

５ 指定管理者の指定は、期間を定めて行うものとする。  

６ 普通地方公共団体は、指定管理者の指定をしようとするときは、あらかじめ、当該

普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。  

７～１１ （省 略）  



 

 

議 案 第 ７０ 号 

 

 

新居浜市立老人福祉センターの指定管理者の指定について  

 

新居浜市立老人福祉センターの指定管理者を次のとおり指定する。  

 

令和７年１２月２日提出  

 

新居浜市長 古 川 拓 哉  

 

 

施設の名称  指定管理者となる団体  指定の期間  

新居浜市立上部高齢者

福祉センター  

新居浜市高木町２番６０号  

社会福祉法人新居浜市社会福祉協議会  

会長 白  石 敦  之  

令和8年4月1日から 

令和13年3月31日まで  

新居浜市立川東高齢者

福祉センター  

新居浜市立川西高齢者

福祉センター  

 

提案理由  

新居浜市立老人福祉センターの指定管理者を指定するため、地方自治法第２４４条の

２第６項の規定により、本案を提出する。  

 



 

 

参照条文  

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）抜粋  

 

（公の施設の設置、管理及び廃止）  

第２４４条の２ （省 略）  

２ （省 略）  

３ 普通地方公共団体は、公の施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると

認めるときは、条例の定めるところにより、法人その他の団体であつて当該普通地方

公共団体が指定するもの（以下本条及び第２４４条の４において「指定管理者」とい

う。）に、当該公の施設の管理を行わせることができる。  

４ （省 略）  

５ 指定管理者の指定は、期間を定めて行うものとする。  

６ 普通地方公共団体は、指定管理者の指定をしようとするときは、あらかじめ、当該

普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。  

７～１１ （省 略）  



 

 

議 案 第 ７１ 号 

 

 

新居浜市森林公園ゆらぎの森の指定管理者の指定について  

 

新居浜市森林公園ゆらぎの森の指定管理者を次のとおり指定する。  

 

令和７年１２月２日提出  

 

新居浜市長 古 川 拓 哉  

 

 

施設の名称  指定管理者となる団体  指定の期間  

新居浜市森林公園ゆら

ぎの森  

四国中央市土居町津根３９９５番地１  

株式会社森髙リゾート  

代表取締役 森  髙 大  輔  

令和8年4月1日から 

令和13年3月31日まで  

 

提案理由  

新居浜市森林公園ゆらぎの森の指定管理者を指定するため、地方自治法第２４４条の

２第６項の規定により、本案を提出する。  



 

 

参照条文  

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）抜粋  

 

（公の施設の設置、管理及び廃止）  

第２４４条の２ （省 略）  

２ （省 略）  

３ 普通地方公共団体は、公の施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると

認めるときは、条例の定めるところにより、法人その他の団体であつて当該普通地方

公共団体が指定するもの（以下本条及び第２４４条の４において「指定管理者」とい

う。）に、当該公の施設の管理を行わせることができる。  

４ （省 略）  

５ 指定管理者の指定は、期間を定めて行うものとする。  

６ 普通地方公共団体は、指定管理者の指定をしようとするときは、あらかじめ、当該

普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。  

７～１１ （省 略）  



 

 

議 案 第 ７２ 号 

 

 

新居浜市駐車場及び新居浜市自転車等駐車場の指定管理者の指定について 

 

新居浜市駐車場及び新居浜市自転車等駐車場の指定管理者を次のとおり指定する。  

 

令和７年１２月２日提出  

 

新居浜市長 古 川 拓 哉  

 

 

施設の名称  指定管理者となる団体  指定の期間  

新居浜駅前駐車場  

神奈川県横浜市港北区菊名七丁目３

番２２号  

アマノマネジメントサービス株式会社  

代表取締役 中  丸 幸  夫  

令和8年4月1日から 

令和13年3月31日まで  

新居浜駅南駐車場  

新居浜駅南口広場駐車

場  

新居浜駅前駐輪場  

新居浜駅南口広場駐輪

場  

 

提案理由  

新居浜市駐車場及び新居浜市自転車等駐車場の指定管理者を指定するため、地方自治

法第２４４条の２第６項の規定により、本案を提出する。  



 

 

参照条文  

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）抜粋  

 

（公の施設の設置、管理及び廃止）  

第２４４条の２ （省 略）  

２ （省 略）  

３ 普通地方公共団体は、公の施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると

認めるときは、条例の定めるところにより、法人その他の団体であつて当該普通地方

公共団体が指定するもの（以下本条及び第２４４条の４において「指定管理者」とい

う。）に、当該公の施設の管理を行わせることができる。  

４ （省 略）  

５ 指定管理者の指定は、期間を定めて行うものとする。  

６ 普通地方公共団体は、指定管理者の指定をしようとするときは、あらかじめ、当該

普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。  

７～１１ （省 略）  



 

 

議  案  第  ７３  号  

 

 

新居浜市印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例の制定に

ついて  

 

新居浜市印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例を次のとおり制定す

る。  

 

令和７年１２月２日提出  

 

新居浜市長 古 川 拓 哉  

 

 

新居浜市印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例  

 

新居浜市印鑑の登録及び証明に関する条例（平成２４年条例第２４号）の一部を次の

ように改正する。  

第１６条中「第１２条の２第４項第２号ロ」を「第１２条の２第４項第３号ロ」に改

める。  

附 則  

この条例は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正

する法律（令和７年法律第４６号）の施行の日から施行する。  

 

提案理由  

電気通信事業法の一部改正に伴い、引用法令条項のずれが生じることによる所要の条

文整備を行うため、本案を提出する。  



 

 

議  案  第  ７４  号  

 

 

新居浜市議会議員及び新居浜市長の選挙における選挙運動の公費負担に関

する条例の一部を改正する条例の制定について  

 

新居浜市議会議員及び新居浜市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の

一部を改正する条例を次のとおり制定する。  

 

令和７年１２月２日提出  

 

新居浜市長 古 川 拓 哉  

 

 

新居浜市議会議員及び新居浜市長の選挙における選挙運動の公費負担に関

する条例の一部を改正する条例  

 

新居浜市議会議員及び新居浜市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例

（平成６年条例第２４号）の一部を次のように改正する。  

第８条中「７円７３銭」を「８円３８銭」に改める。  

第１１条中「５４１円３１銭」を「５８６円８８銭」に改める。  

附 則  

（施行期日）  

１ この条例は、公布の日から施行する。  

（経過措置）  

２ 改正後の新居浜市議会議員及び新居浜市長の選挙における選挙運動の公費負担に関

する条例の規定は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後その期日を

告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された選挙につ

いては、なお従前の例による。 



 

 

 

提案理由  

公職選挙法施行令の一部改正に伴い、議会議員及び市長の選挙における選挙運動用ビ

ラ及び選挙運動用ポスターの作成の公費負担に係る限度額の見直しを行うため、本案を

提出する。  



 

 

議  案  第  ７５  号  

 

 

新居浜市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条

例の一部を改正する条例の制定について  

 

新居浜市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例の一部を

改正する条例を次のとおり制定する。  

 

令和７年１２月２日提出  

 

新居浜市長 古 川 拓 哉  

 

 

新居浜市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条

例の一部を改正する条例  

 

新居浜市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例（平成２８

年条例第２８号）の一部を次のように改正する。  

第２条中「１９人」を「１４人」に改める。  

第３条中「１４人」を「１３人」に改める。  

附 則  

この条例は、令和８年７月２０日から施行する。  

 

提案理由  

農地面積の減少に伴い、農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を改め

るため、本案を提出する。  



 

 

議  案  第  ７６  号  

 

 

新居浜市事務分掌条例の一部を改正する条例の制定について  

 

新居浜市事務分掌条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。  

 

令和７年１２月２日提出  

 

新居浜市長 古 川 拓 哉  

 

 

新居浜市事務分掌条例の一部を改正する条例  

 

新居浜市事務分掌条例（平成１４年条例第２５号）の一部を次のように改正する。  

第１条経済部の項第２号中「事項」を「事項（施設整備に関するものを除く。）」に

改め、同条建設部の項に次の１号を加える。  

（９）農業、林業及び水産業の施設整備に関する事項  

附 則  

この条例は、令和８年４月１日から施行する。  

 

提案理由  

社会経済情勢の変化に対応し、新たな行政課題や多様化する市民要望に即応した効率

的な行政組織を編成するため、本案を提出する。  



 

 

議  案  第  ７７  号  

 

 

新居浜市職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例の制定について  

 

新居浜市職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。  

 

令和７年１２月２日提出  

 

新居浜市長 古 川 拓 哉  

 

 

新居浜市職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例  

 

新居浜市職員の旅費に関する条例（昭和３１年条例第２１号）の一部を次のように改

正する。  

第１条中「職員の」を「別に定めがあるもののほか、公務のため旅行する職員に対し

支給する」に改める。  

第２条を次のように改める。  

（定義）  

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところ

による。  

（１）職員 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２０４条第１項に定める者をい

う。  

（２）市長等 新居浜市特別職の職員の給与に関する条例（昭和３１年条例第２０号）

の適用を受ける職員をいう。  

（３）出張 職員が公務のため一時その在勤庁（任命権者又はその委任を受けた者（以

下「旅行命令権者」という。）が認める場合には、その住所、居所その他旅行命令

権者が認める場所）を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所



 

 

又は居所を離れて旅行することをいう。  

（４）赴任 新たに採用された職員（本市の要請により国家公務員又は他の地方公共団

体の職員から引き続いて職員となった者に限る。）がその採用に伴う移転のため住

所若しくは居所から在勤庁に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う

移転のため旧在勤庁から新在勤庁に旅行することをいう。  

（５）帰住 職員が退職し、又は死亡した場合において、その職員又はその遺族が生活

の根拠となる地に旅行することをいう。  

（６）家族 職員の配偶者（婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情

にある者を含む。次号において同じ。）、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職

員と生計を一にするものをいう。  

（７）遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時

職員と生計を一にしていた他の親族をいう。  

（８）旅行役務提供者 旅行業者（旅行業法（昭和２７年法律第２３９号）第６条の４

第１項に規定する旅行業者をいう。）その他の規則で定める者（以下この号におい

て「旅行業者等」という。）であって、市と旅行役務提供契約（旅行業者等が市に

対して旅行に係る役務その他の規則で定めるものを旅行者に提供することを約し、

かつ、市が当該旅行業者等に対して当該旅行に係る旅費に相当する金額を支払うこ

とを約する契約をいう。次条第８項において同じ。）を締結したものをいう。  

第３条第１項中「公務のため旅行（出張又は赴任）したときは」を「出張し、又は赴

任した場合には、当該職員に対し」に改め、同条第２項中「該当する者」を「掲げる

者」に、「旅費」を「、旅費」に改め、同項第１号中「職員が」を「職員が出張又は赴

任のための」に、「に退職等」を「に退職、免職、失職又は休職（以下「退職等」とい

う。）」に、「（退職等」を「（当該退職等」に改め、同項第２号中「職員が」を「職

員が出張又は赴任のための」に改め、同条第３項中「、前項第１号」を「前項第１号」

に、「又は第２９条第１項の規定により退職等（退職、失職）」を「若しくは第２９条

第１項各号に掲げる事由又はこれらに準ずる事由により退職等」に、「場合には」を

「ときは」に、「かかわらず、」を「かかわらず、同項の規定による」に、「支給しな

い」を「、支給しない」に改め、同条第４項中「職員以外の者が」を「職員又は職員以

外の者が、」に、「ため」を「ため、証人、鑑定人、参考人、通訳等として」に、「対



 

 

し市長が定める」を「対し、」に改め、同条第５項を次のように改める。  

５ 第１項、第２項及び前項の規定に該当する場合を除くほか、他の条例に特別の定め

がある場合その他市費を支弁して旅行させる必要がある場合には、旅費を支給する。  

第３条第６項中「、第４項及び前項」を「及び前２項」に、「その出発前に旅行命令

又は旅行依頼（以下「旅行命令等」という。）を取り消され」を「次条第３項の規定に

より旅行命令等の変更（取消しを含む。同項及び第５条において同じ。）を受け」に、

「において」を「その他規則で定める場合には」に、「金額があるときは、当該金額」

を「金額」に、「なった」を「なる金額又は支出を要する」に改め、同条第７項中「旅

行中交通機関の事故又は」を「旅行中」に、「市長が認める」を「規則で定める」に、

「、概算払を受けた旅費」を「概算払を受けた旅費額」に、「旅費の額」を「旅費額」

に改め、同条に次の１項を加える。  

８ 第１項、第２項及び第４項から第６項までに規定する場合において、市が旅行役務

提供契約に基づき旅行役務提供者に支払うべき金額があるときは、これらの項に規定

する者に対する旅費の支給に代えて、当該旅行役務提供者に対し、当該金額を旅費に

相当するものとして支払うことができる。  

第４条第１項を次のように改める。  

次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により、旅行命令権者の発する旅

行命令又は旅行依頼（以下この条及び次条において「旅行命令等」という。）によっ

て行われなければならない。  

（１）前条第１項の規定に該当する旅行 旅行命令  

（２）前条第４項の規定に該当する旅行 旅行依頼  

第４条第２項中「、公務」を「公務」に、「旅行命令等」を「、旅行命令等」に改め、

同条第３項中「を変更（取消しを含む。以下同じ。）する」を「の変更をする」に、

「場合は、これを変更」を「場合で、前項の規定に該当する場合には、自ら又は次条第

１項若しくは第２項の規定による旅行者の申請に基づき、その変更を」に改め、同条第

４項を削る。  

第６条を削る。  

第５条の見出し中「普通旅費」を「旅費」に改め、同条第１項中「普通旅費」を「旅

費」に、「車賃、日当、宿泊料及び食卓料」を「その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費、



 

 

宿泊手当、転居費、着後滞在費及び家族移転費」に改め、同条第２項中「第２１条第１

項」を「第１９条第１項」に改め、同条を第６条とする。  

第４条の次に次の１条を加える。  

（旅行命令等に従わない旅行）  

第５条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等

（前条第３項の規定により変更を受けた旅行命令等を含む。以下この条において同

じ。）に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命

令等の変更の申請をしなければならない。  

２ 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、

旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等

の変更の申請をしなければならない。  

３ 旅行者が前２項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがそ

の変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、

当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けること

ができる。  

第７条の前の見出しを削り、同条に見出しとして「（旅費の計算）」を付し、同条中

「旅費は」を「旅費は、旅行に要する実費を弁償するためのものとして前条に規定する

旅費の種類及び第９条から第１９条までに規定する内容に基づき」に、「の旅費によ

り」を「によって」に改め、同条ただし書中「、最も」を「最も」に、「又は方法によっ

て」を「又は方法により」に、「場合であって旅行命令権者の承認を受けた場合」を

「場合」に改める。  

第８条から第１０条までを削る。  

第１１条第１項中「とする者」を「とする旅行者」に、「受けた者」を「受けた旅行

者」に、「もの」を「もの並びに旅費に相当する金額の支払を受けようとする旅行役務

提供者」に、「必要な書類」を「必要な資料」に、「当該旅費の」を「これを当該旅費

又は当該金額の支出又は」に、「添付書類」を「資料」に、「旅費額」を「旅費又は旅

費に相当する金額」に、「その書類」を「その資料」に、「その旅費」を「、その旅費

又は旅費に相当する金額」に、「金額の支給」を「支給又は支払」に改め、同条第２項

中「者」を「旅行者」に、「当該旅行に」を「、当該旅行に」に改め、同条第３項中



 

 

「当該」を「、当該」に改め、同条第４項中「及び必要な添付書類の様式並びに第２項

及び前項」を「の様式、第２項及び第３項」に、「期間は、市長が」を「期間並びに前

項に規定する給与の種類は、規則で」に改め、同項を同条第５項とし、同条第３項の次

に次の１項を加える。  

４ 支払担当者は、その支出し、又は支払った概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者

が第２項に規定する期間内に旅費の精算をしなかった場合又は前項に規定する期間内

に過払金を返納しなかった場合には、当該支払担当者がその後においてその者に対し

支出し、又は支払う給与又は旅費の額から当該概算払に係る旅費額又は当該過払金に

相当する金額を差し引くことができる。  

第１１条を第８条とし、同条の次に次の３条を加える。  

（鉄道賃）  

第９条 鉄道賃は、鉄道（鉄道事業法（昭和６１年法律第９２号）第２条第１項に規定

する鉄道事業の用に供する鉄道及び軌道法（大正１０年法律第７６号）第１条第１項

に規定する軌道その他規則で定めるものをいう。次項及び第１２条において同じ。）

を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用（第２号から第５号ま

でに掲げる費用は、第１号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のた

め特に必要とするものに限る。）の額の合計額とする。  

（１）運賃  

（２）急行料金  

（３）寝台料金  

（４）座席指定料金  

（５）前各号に掲げる費用に付随する費用  

２ 前項第１号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された鉄道により移動す

るときは最下級（市長等が移動する場合には、最上級）の運賃の額とする。  

（船賃）  

第１０条 船賃は、船舶（海上運送法（昭和２４年法律第１８７号）第２条第２項に規

定する船舶運航事業の用に供する船舶その他規則で定めるものをいう。次項及び第１２

条において同じ。）を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用

（第２号から第４号までに掲げる費用は、第１号に掲げる運賃に加えて別に支払うも



 

 

のであって、公務のため特に必要とするものに限る。）の額の合計額とする。  

（１）運賃  

（２）寝台料金  

（３）座席指定料金  

（４）前３号に掲げる費用に付随する費用  

２ 前項第１号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された船舶により移動す

るときは最下級（市長等が移動する場合には、最上級）の運賃の額とする。  

（航空賃）  

第１１条 航空賃は、航空機（航空法（昭和２７年法律第２３１号）第２条第１８項に

規定する航空運送事業の用に供する航空機その他規則で定めるものをいう。次項及び

次条において同じ。）を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用

（第２号及び第３号に掲げる費用は、第１号に掲げる運賃に加えて別に支払うもので

あって、公務のため特に必要とするものに限る。）の額の合計額とする。  

（１）運賃  

（２）座席指定料金  

（３）前２号に掲げる費用に付随する費用  

２ 前項第１号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された航空機により移動

する場合には、最下級の運賃の額とする。  

第１２条及び第１３条を次のように改める。  

（その他の交通費）  

第１２条 その他の交通費は、鉄道、船舶及び航空機以外を利用する移動に要する費用

とし、その額は、次に掲げる費用（第２号から第４号までに掲げる費用は、公務のた

め特に必要とするものに限る。）の額の合計額とする。  

（１）道路運送法（昭和２６年法律第１８３号）第３条第１号イに掲げる一般乗合旅客

自動車運送事業（路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行う

ものに限る。）の用に供する自動車を利用する移動に要する運賃  

（２）道路運送法第３条第１号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自

動車その他の旅客を運送する交通手段（前号に規定する自動車を除く。）を利用す

る移動に要する運賃  



 

 

（３）前２号に掲げる運賃以外の費用であって、道路運送法第８０条第１項の許可を受

けて業として有償で貸し渡す自家用自動車の賃料その他の移動に直接要する費用  

（４）前３号に掲げる費用に付随する費用  

（宿泊費）  

第１３条 宿泊費は、旅行中の宿泊に要する費用とし、その額は、地域の実情及び旅行

者の職務を勘案して規則で定める額（次条において「宿泊費基準額」という。）とす

る。ただし、当該宿泊に係る特別な事情がある場合として規則で定める場合は、当該

宿泊に要する費用の額とする。  

第１３条の２を削る。  

第１４条から第１８条までを次のように改める。  

（包括宿泊費）  

第１４条 包括宿泊費は、移動及び宿泊に対する一体の対価として支払われる費用とし、

その額は、当該移動に係る第９条から第１２条までの規定による鉄道賃、船賃、航空

賃及びその他の交通費の額並びに当該宿泊に係る宿泊費基準額の合計額とする。  

（宿泊手当）  

第１５条 宿泊手当は、宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てるための費用とし、その

額は、１夜につき２，４００円とする。  

２ 宿泊手当の額は、前２条の規定により支給される宿泊費又は包括宿泊費について次

の各号に掲げる場合に該当するときは、前項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる

額とする。  

（１）朝食又は夕食に係る費用のいずれかに相当するものが含まれる場合 前項で定め

る額の３分の２の額  

（２）朝食及び夕食に係る費用に相当するものが含まれる場合 前項で定める額の３分

の１の額  

３ 移動中に宿泊する場合の宿泊手当の額は、前２項の規定にかかわらず、第９条から

第１２条までの規定により支給される鉄道賃、船賃、航空賃又はその他の交通費（包

括宿泊費及び家族移転費のうちこれらに相当するものを含む。）に食費に相当するも

のが含まれる場合には、第１項で定める額の３分の１の額とする。  

４ 旅行者が、旅行中自宅（住所又は居宅若しくはこれに相当する場所をいう。）に宿



 

 

泊する場合には、前３項の規定にかかわらず、宿泊手当は支給しない。  

（転居費）  

第１６条 転居費は、赴任に伴う転居に要する費用（第１８条第１項第１号又は第２号

に規定する場合の家族の転居に要する費用を含む。）とし、その額は、転居の実態を

勘案して規則で定める方法により算定される額とする。  

（着後滞在費）  

第１７条 着後滞在費は、赴任に伴う転居に必要な滞在に係る費用とし、その額は、５

夜分を限度として、現に宿泊した夜数に係る宿泊費及び宿泊手当の合計額に相当する

額とする。  

（家族移転費）  

第１８条 家族移転費は、赴任に伴う家族の移転に要する費用とし、その額は、次に掲

げる額とする。  

（１）赴任の際家族（赴任を命ぜられた日において同居している者に限る。以下この号

及び次号において同じ。）を職員の新居住地に移転する場合には、家族１人ごとに、

職員がその移転をするものとして算定した鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、

宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当及び着後滞在費の合計額に相当する額  

（２）前号に規定する場合に該当せず、かつ、赴任を命ぜられた日の翌日から１年以内

に家族を職員の居住地（赴任後家族を移転するまでの間に更に赴任があった場合に

は、当該赴任後における職員の新居住地）に移転する場合には、同号の規定に準じ

て算定した額  

２ 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、

前項第２号に規定する期間を延長することができる。  

第１９条及び第２０条を削り、第２１条を第１９条とする。  

第２２条中「次の各号に掲げる旅費」を「退職等の日の翌日から３月以内における当

該退職等に伴う旅行について、出張又は赴任の例に準じて規則で定めるもの」に改め、

同条第１号及び第２号を削り、同条に次の２項を加える。  

２ 前項の場合において、退職等となった職員が家族を移転するときは、同項に規定す

る旅費に、転居費のうち家族の転居に要する費用及び家族移転費に相当するものを加

えるものとする。  



 

 

３ 任命権者は、天災その他やむを得ない事情がある場合には、第１項に規定する期間

を延長することができる。  

第２２条を第２０条とする。  

第２３条第１項中「第３条第２項第２号」を「第３条第２項第２号又は第３号」に、

「死亡地から本市までの往復に要する職員の前職務相当の旅費」を「出張又は赴任の例

に準じて規則で定めるもの」に改め、同条第２項を削り、同条を第２１条とし、同条の

次に次の２条を加える。  

（証人等の旅費）  

第２２条 第３条第４項又は第５項の規定により支給する旅費は、他の条例に特別の定

めがある場合を除くほか、任命権者が市長と協議して定めるものとする。  

（旅費の支給額の上限）  

第２３条 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費（家族移転費のうちこれらに相当

する部分を含む。）に係る旅費の支給額は、第９条第１項各号、第１０条第１項各号、

第１１条第１項各号及び第１２条各号に掲げる各費用について、当該各条及び第７条

の規定により計算した額と現に支払った額を比較し、当該各費用ごとのいずれか少な

い額を合計した額とする。  

２ 宿泊費、包括宿泊費、転居費、着後滞在費（宿泊手当に相当する部分を除く。）及

び家族移転費（宿泊手当に相当する部分を除く。）に係る旅費の支給額は、当該各種

類について、第１３条、第１４条、第１６条、第１７条及び第１８条第１項並びに第

７条の規定により計算した額と現に支払った額を比較し、当該各種類ごとのいずれか

少ない額を合計した額とする。  

第２４条中「職員が公用の交通機関、宿泊施設を利用して旅行した場合その他次の各

号に掲げるものの他」を「旅行者が市以外の者から旅費の支給を受ける場合その他旅行

における」に、「、この条例の規定により」を「この条例の規定による」に、「には、

一定の金額を支給し、又は旅費の全部若しくは一部」を「においては、その実費を超え

ることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費」に改め、同条各号を削り、

同条に次の１項を加える。  

２ 任命権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行に

おける特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、市長と協議して



 

 

定める旅費を支給することができる。  

第２５条中「市長が」を「規則で」に改め、同条を第２７条とし、第２４条の次に次

の２条を加える。  

（旅費の特例）  

第２５条 任命権者は、職員について労働基準法（昭和２２年法律第４９号）第１５条

第３項又は第６４条の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定によ

る旅費の支給ができないとき、又はこの条例の規定により支給する旅費が同法第１５

条第３項又は第６４条の規定による旅費又は費用に満たないときは、当該職員に対し

これらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当す

る金額を旅費として支給するものとする。  

２ 職員が特別職の職員に随行して旅行した場合であって、任命権者が随行であること

を認めたときは、当該特別職の職員の旅費相当額を支給する。  

（旅費の返納）  

第２６条 支払担当者は、旅行者又は旅行役務提供者がこの条例又はこの条例に基づく

規則の規定に違反して旅費の支給又は旅費に相当する金額の支払を受けた場合には、

当該旅費又は当該金額を返納させなければならない。  

２ 旅行者がこの条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反して旅費の支給を受けた

場合には、支払担当者は、前項に規定する返納に代えて、当該支払担当者がその後に

おいてその者に対し支出し、又は支払う給与又は旅費の額から、当該旅費に相当する

金額を差し引くことができる。  

３ 前項に規定する給与の種類は、規則で定める。  

別表第１及び別表第２を削る。  

附 則  

（施行期日）  

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。  

（経過措置）  

２ 改正後の新居浜市職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出

発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。  

（新居浜市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改



 

 

正）  

３ 新居浜市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（昭和３１

年条例第１６号）の一部を次のように改正する。  

第７条第２項中「行政職給料表４級以上の者」を「一般職の職員」に改める。 

（新居浜市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正） 

４ 新居浜市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例（昭和４２年条例

第１１号）の一部を次のように改正する。 

第７条中「第３条第５項、第４条第１項、第１３条第１項第１号、第２３条の２及

び第２４条」を「第２条第２号及び第３号、第２０条第３項、第２２条、第２３条の

２、第２４条並びに第２５条」に、「同条例第１３条第１項第１号」を「同条例第２

条第２号」に、「同号」を「同条例第２条第２号」に改める。 

（新居浜市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部改正） 

５ 新居浜市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例（昭和４１年条例第２２

号）の一部を次のように改正する。 

第１４条第１項中「それぞれ次の相当級とみなし費用弁償」を「新居浜市職員の旅

費に関する条例（昭和３１年条例第２１号）の規定を準用し、費用弁償として旅費」

に改め、同項各号を削り、同条第２項を次のように改める。 

２ 前項の旅費額は、一般職の職員相当額とする。 

 

提案理由  

国家公務員等の旅費に関する法律の一部改正に伴い、旅費の算定方法、支給対象等を

改めるため、本案を提出する。  



 

 

議 案 第 ７８ 号 

 

 

新居浜市税賦課徴収条例の一部を改正する条例の制定について 

 

新居浜市税賦課徴収条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。 

 

令和７年１２月２日提出 

 

新居浜市長 古 川 拓 哉 

 

 

新居浜市税賦課徴収条例の一部を改正する条例 

 

新居浜市税賦課徴収条例（昭和２５年条例第１０号）の一部を次のように改正する。 

第３２条を次のように改める。 

第３２条 削除 

附則第２２条第２項を削る。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和８年１月１日から施行する。  

（経過措置） 

２ 改正後の新居浜市税賦課徴収条例の規定は、令和８年度以後の年度分の個人の市民

税について適用し、令和７年度分までの個人の市民税については、なお従前の例によ

る。 

 

提案理由 

個人の市民税の均等割額の税率に係る軽減措置を廃止するため、本案を提出する。  



 

 

議  案  第  ７９  号  

 

 

新居浜市市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について  

 

新居浜市市営住宅条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。  

 

令和７年１２月２日提出  

 

新居浜市長 古 川 拓 哉  

 

 

新居浜市市営住宅条例の一部を改正する条例  

 

新居浜市市営住宅条例（平成９年条例第３０号）の一部を次のように改正する。  

第６条第４項中「４６平方メートル」を「５１平方メートル」に改める。  

別表 １ 市営住宅の表治良丸北団地の項及び保土野団地の項を削り、同表 ４ 共

同施設（１）集会所の表東田団地集会所の項を削る。  

附 則  

この条例は、公布の日から施行する。  

 

提案理由  

単身の高齢者等が入居することができる市営住宅の基準を緩和するため、及び老朽化

した治良丸北団地等を廃止するため、本案を提出する。  



 

 

議  案  第  ８０  号  

 

 

新居浜市営野球場設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について  

 

新居浜市営野球場設置及び管理条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。  

 

令和７年１２月２日提出  

 

新居浜市長 古 川 拓 哉  

 

 

新居浜市営野球場設置及び管理条例の一部を改正する条例  

 

新居浜市営野球場設置及び管理条例（昭和２８年条例第４７号）の一部を次のように

改正する。  

別表第１中「６６０円」を「２，６４０円」に改める。  

（施行期日） 

１ この条例は、令和８年２月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の別表第１の規定は、令和８年４月１日以後の新居浜市営野球場の使用に係

る使用料について適用し、同日前の新居浜市営野球場の使用に係る使用料については、

なお従前の例による。 

 

提案理由  

新居浜市営野球場のスコアボードの使用料の額を改定するため、本案を提出する。  



 

 

議 案 第 ８１ 号 

 

 

新居浜市立保育所設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について 

 

新居浜市立保育所設置及び管理条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。  

 

令和７年１２月２日提出 

 

新居浜市長 古 川 拓 哉 

 

 

新居浜市立保育所設置及び管理条例の一部を改正する条例 

 

新居浜市立保育所設置及び管理条例（昭和３９年条例第２１号）の一部を次のように

改正する。 

別表新居浜市立垣生保育園の項を削る。 

附 則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。  

 

提案理由 

新居浜市立垣生保育園を令和８年３月３１日限り廃止するため、本案を提出する。 



 

 

議  案  第  ８２  号  

 

 

新居浜市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の

制定について  

 

新居浜市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例を次のとおり

制定する。  

 

令和７年１２月２日提出  

 

新居浜市長 古 川 拓 哉  

 

 

新居浜市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例  

 

目次  

第１章 総則（第１条―第１９条）  

第２章 乳児等通園支援事業  

第１節 通則（第２０条）  

第２節 一般型乳児等通園支援事業（第２１条―第２５条）  

第３節 余裕活用型乳児等通園支援事業（第２６条・第２７条）  

第３章 雑則（第２８条）  

附則  

第１章 総則  

（趣旨）  

第１条 この条例は、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号。以下「法」という。）

第３４条の１６第１項の規定に基づき、乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する

基準（以下「最低基準」という。）を定めるものとする。  



 

 

（最低基準の目的）  

第２条 最低基準は、明るくて、衛生的な環境において、素養があり、かつ、適切な訓

練を受けた職員（乳児等通園支援事業を行う事業所（以下「乳児等通園支援事業所」

という。）の管理者を含む。以下同じ。）が乳児等通園支援（乳児等通園支援事業と

して行う法第６条の３第２３項の乳児又は幼児への遊び及び生活の場の提供並びにそ

の保護者への面談及び当該保護者への援助をいう。以下同じ。）を提供することによ

り、乳児等通園支援事業を利用している乳児又は幼児（以下「利用乳幼児」とい

う。）が、心身ともに健やかに育成されることを保障するものとする。  

（最低基準の向上）  

第３条 市長は、児童の保護者その他児童福祉に係る当事者の意見を聴き、その監督に

属する乳児等通園支援事業を行う者（以下「乳児等通園支援事業者」という。）に対

し、最低基準を超えて、その設備及び運営を向上させるように勧告することができる。  

２ 市は、最低基準を常に向上させるように努めるものとする。  

（最低基準と乳児等通園支援事業者）  

第４条 乳児等通園支援事業者は、最低基準を超えて、常に、その設備及び運営を向上

させなければならない。  

２ 最低基準を超えて、設備を有し、又は運営をしている乳児等通園支援事業者におい

ては、最低基準を理由として、その設備又は運営を低下させてはならない。  

（乳児等通園支援事業者の一般原則）  

第５条 乳児等通園支援事業者は、利用乳幼児の人権に十分配慮するとともに、一人一

人の人格を尊重して、その運営を行わなければならない。  

２ 乳児等通園支援事業者は、地域社会との交流及び連携を図り、利用乳幼児の保護者

及び地域社会に対し、その行う乳児等通園支援事業の運営の内容を適切に説明するよ

う努めなければならない。  

３ 乳児等通園支援事業者は、自らその提供する乳児等通園支援の質の評価を行い、常

にその改善を図らなければならない。  

４ 乳児等通園支援事業者は、定期的に外部の者による評価を受けて、その結果を公表

し、常にその改善を図るよう努めなければならない。  

５ 乳児等通園支援事業所には、法に定める事業の目的を達成するために必要な設備を



 

 

設けなければならない。  

６ 乳児等通園支援事業所の構造設備は、採光、換気等利用乳幼児の保健衛生及び利用

乳幼児に対する危害防止に十分な考慮を払って設けられなければならない。  

（乳児等通園支援事業者と非常災害） 

第６条 乳児等通園支援事業者は、消火器等の消火用具、非常口その他非常災害に必要

な設備を設けるとともに、非常災害に対する具体的な計画を立て、これに対する不断

の注意と訓練（次項の訓練を除く。）をするように努めなければならない。 

２ 乳児等通園支援事業者は、少なくとも毎月１回、避難及び消火に関する訓練を行わ

なければならない。 

（安全計画の策定等） 

第７条 乳児等通園支援事業者は、利用乳幼児の安全の確保を図るため、乳児等通園支

援事業所ごとに、当該乳児等通園支援事業所の設備の安全点検、職員、利用乳幼児等

に対する事業所外での活動、取組等を含めた乳児等通園支援事業所での生活その他の

日常生活における安全に関する指導、職員の研修及び訓練その他乳児等通園支援事業

所における安全に関する事項についての計画（以下この条において「安全計画」とい

う。）を策定し、当該安全計画に従い必要な措置を講じなければならない。 

２ 乳児等通園支援事業者は、職員に対し、安全計画について周知するとともに、前項

の研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。 

３ 乳児等通園支援事業者は、利用乳幼児の安全の確保に関して保護者との連携が図ら

れるよう、保護者に対し、安全計画に基づく取組の内容等について周知しなければな

らない。 

４ 乳児等通園支援事業者は、定期的に安全計画の見直しを行い、必要に応じて安全計

画の変更を行うものとする。 

（自動車を運行する場合の所在の確認） 

第８条 乳児等通園支援事業者は、利用乳幼児の事業所外での活動、取組等のための移

動その他の利用乳幼児の移動のために自動車を運行するときは、利用乳幼児の乗車及

び降車の際に、点呼その他の利用乳幼児の所在を確実に把握することができる方法に

より、利用乳幼児の所在を確認しなければならない。 

２ 乳児等通園支援事業者は、利用乳幼児の送迎を目的とした自動車（運転者席及びこ



 

 

れと並列の座席並びにこれらより一つ後方に備えられた前向きの座席以外の座席を有

しないものその他利用の態様を勘案してこれと同程度に利用乳幼児の見落としのおそ

れが少ないと認められるものを除く。）を日常的に運行するときは、当該自動車にブ

ザーその他の車内の利用乳幼児の見落としを防止する装置を備え、これを用いて前項

の規定による所在の確認（利用乳幼児の降車の際に限る。）を行わなければならない。 

（乳児等通園支援事業所の職員の一般的要件）  

第９条 乳児等通園支援事業所の職員は、健全な心身を有し、豊かな人間性と倫理観を

備え、児童福祉事業に熱意のある者であって、できる限り児童福祉事業の理論及び実

際について訓練を受けた者でなければならない。  

（乳児等通園支援事業所の職員の知識及び技能の向上等）  

第１０条 乳児等通園支援事業所の職員は、常に自己研鑽
さん

に励み、法に定める事業の目

的を達成するために必要な知識及び技能の修得、維持及び向上に努めなければならな

い。 

２ 乳児等通園支援事業者は、職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保

しなければならない。  

（他の社会福祉施設等を併せて設置する場合の設備及び職員の基準）  

第１１条 乳児等通園支援事業所は、他の社会福祉施設等を併せて設置する場合は、そ

の行う乳児等通園支援に支障がないときに限り、必要に応じ当該乳児等通園支援事業

所の設備及び職員の一部を併せて設置する他の社会福祉施設等の設備及び職員に兼ね

ることができる。  

（利用乳幼児を平等に取り扱う原則）  

第１２条 乳児等通園支援事業者は、利用乳幼児の国籍、信条、社会的身分又は利用に

要する費用を負担するか否かによって、差別的取扱いをしてはならない。  

（虐待等の禁止）  

第１３条 乳児等通園支援事業所の職員は、利用乳幼児に対し、法第３３条の１０第１

項各号に掲げる行為その他当該利用乳幼児の心身に有害な影響を与える行為をしては

ならない。  

（衛生管理等）  

第１４条 乳児等通園支援事業者は、利用乳幼児の使用する設備、食器等及び飲用に供



 

 

する水について、衛生的な管理に努め、及び衛生上必要な措置を講じなければならな

い。  

２ 乳児等通園支援事業者は、乳児等通園支援事業所において感染症又は食中毒が発生

し、又はまん延しないように、職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防

止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施す

るよう努めなければならない。  

３ 乳児等通園支援事業所には、必要な医薬品その他の医療品を備えるとともに、それ

らの管理を適正に行わなければならない。  

（食事）  

第１５条 乳児等通園支援事業者は、食事の提供を行う場合（乳児等通園支援事業所外

で調理し運搬する方法により行う場合を含む。）においては、当該乳児等通園支援事

業所において行うことが必要な調理のための加熱、保存等の調理機能を有する設備を

備えなければならない。 

（乳児等通園支援事業所内部の規程）  

第１６条 乳児等通園支援事業者は、次に掲げる乳児等通園支援事業の運営についての

重要事項に関する規程を定めておかなければならない。  

（１）乳児等通園支援事業の目的及び運営の方針  

（２）提供する乳児等通園支援の内容  

（３）職員の職種、員数及び職務の内容  

（４）乳児等通園支援の提供を行う日及び時間並びに提供を行わない日  

（５）保護者から受領する費用の種類、支払を求める理由及びその額  

（６）利用定員  

（７）乳児等通園支援事業の利用の開始及び終了に関する事項その他の利用に当たって

の留意事項  

（８）緊急時等における対応方法  

（９）非常災害対策  

（１０）虐待の防止のための措置に関する事項  

（１１）その他乳児等通園支援事業の運営に関する重要事項  

（乳児等通園支援事業所に備える帳簿）  



 

 

第１７条 乳児等通園支援事業所には、職員、財産、収支及び利用乳幼児の処遇の状況

を明らかにする帳簿を整備しておかなければならない。  

（秘密保持等）  

第１８条 乳児等通園支援事業所の職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利

用乳幼児又はその家族の秘密を漏らしてはならない。  

２ 乳児等通園支援事業者は、職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り

得た利用乳幼児又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなけ

ればならない。  

（苦情への対応）  

第１９条 乳児等通園支援事業者は、その行った乳児等通園支援に関する利用乳幼児又

はその保護者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるため

の窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。  

２ 乳児等通園支援事業者は、その行った乳児等通園支援に関し、市から指導又は助言

を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。  

第２章 乳児等通園支援事業 

第１節 通則 

（乳児等通園支援事業の区分）  

第２０条 乳児等通園支援事業は、一般型乳児等通園支援事業及び余裕活用型乳児等通

園支援事業とする。  

２ 一般型乳児等通園支援事業とは、乳児等通園支援事業であって次項に定めるものに

該当しないものをいう。 

３ 余裕活用型乳児等通園支援事業とは、保育所、認定こども園（就学前の子どもに関

する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成１８年法律第７７号。以

下「認定こども園法」という。）第２条第６項に規定する認定こども園をいい、保育

所であるものを除く。以下同じ。）又は家庭的保育事業等（法第２４条第２項に規定

する家庭的保育事業等をいい、法第６条の３第１１項に規定する居宅訪問型保育事業

（以下「居宅訪問型保育事業」という。）を除く。以下同じ。）を行う事業所におい

て、当該施設又は事業を利用する児童の数（以下この項において「利用児童数」とい

う。）が当該施設又は事業に係る利用定員（子ども・子育て支援法（平成２４年法律



 

 

第６５号）第２７条第１項又は第２９条第１項の確認において定める利用定員をい

う。）の総数に満たない場合であって、当該利用定員の総数から当該利用児童数を除

いた数以下の数の乳幼児を対象として行う乳児等通園支援事業をいう。 

第２節 一般型乳児等通園支援事業 

（設備の基準）  

第２１条 一般型乳児等通園支援事業を行う事業所（以下「一般型乳児等通園支援事業

所」という。）の設備の基準は、次のとおりとする。  

（１）乳児又は満２歳に満たない幼児を利用させる一般型乳児等通園支援事業所には、

乳児室又はほふく室及び便所を設けること。 

（２）乳児室の面積は、乳児又は前号の幼児１人につき１．６５平方メートル以上であ

ること。  

（３）ほふく室の面積は、乳児又は第１号の幼児１人につき３．３平方メートル以上で

あること。  

（４）乳児室又はほふく室には、乳児等通園支援の提供に必要な用具を備えること。 

（５）満２歳以上の幼児を利用させる一般型乳児等通園支援事業所には、保育室又は遊

戯室及び便所を設けること。 

（６）保育室又は遊戯室の面積は、前号の幼児１人につき１．９８平方メートル以上で

あること。 

（７）保育室又は遊戯室には、乳児等通園支援の提供に必要な用具を備えること。  

（８）乳児室、ほふく室、保育室又は遊戯室（以下「保育室等」という。）を２階に設

ける建物は次のア、イ及びカの要件に、保育室等を３階以上に設ける建物は次に掲

げる要件に該当するものであること。 

ア 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第２条第９号の２に規定する耐火建

築物又は同条第９号の３に規定する準耐火建築物であること。 

イ 保育室等が設けられている次の表の左欄に掲げる階に応じ、同表の中欄に掲げ

る区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる施設又は設備が１以上設けられてい

ること。 

階  区分  施設又は設備  

２階  常用  １ 屋内階段  



 

 

２ 屋外階段  

    避難用  １ 建築基準法施行令（昭和２５年政令第３３８号）第１２３条

第１項各号又は第３項各号に規定する構造の屋内階段  

２ 待避上有効なバルコニー  

３ 建築基準法第２条第７号の２に規定する準耐火構造の屋外傾

斜路又はこれに準ずる設備  

４ 屋外階段  

３階  常用  １ 建築基準法施行令第１２３条第１項各号又は第３項各号に規

定する構造の屋内階段  

２ 屋外階段  

避難用  １ 建築基準法施行令第１２３条第１項各号又は第３項各号に規

定する構造の屋内階段  

２ 建築基準法第２条第７号に規定する耐火構造の屋外傾斜路又

はこれに準ずる設備  

３ 屋外階段  

４階以

上の階  

常用  １ 建築基準法施行令第１２３条第１項各号又は第３項各号に規

定する構造の屋内階段  

２ 建築基準法施行令第１２３条第２項各号に規定する構造の屋

外階段  

避難用  １ 建築基準法施行令第１２３条第１項各号又は第３項各号に規

定する構造の屋内階段（ただし、同条第１項の場合において

は、当該階段の構造は、建築物の１階から保育室等が設けられ

ている階までの部分に限り、屋内と階段室とは、バルコニー又

は付室（階段室が同条第３項第２号に規定する構造を有する場

合を除き、同号に規定する構造を有するものに限る。）を通じ

て連絡することとし、かつ、同条第３項第３号、第４号及び第

１０号を満たすものとする。）  

２ 建築基準法第２条第７号に規定する耐火構造の屋外傾斜路  



 

 

３ 建築基準法施行令第１２３条第２項各号に規定する構造の屋

外階段  

   ウ イに掲げる施設又は設備が避難上有効な位置に設けられ、かつ、保育室等の各

部分からその一に至る歩行距離が３０メートル以下となるように設けられている

こと。  

エ 一般型乳児等通園支援事業所に調理設備（次に掲げる要件のいずれかに該当す

るものを除く。以下このエにおいて同じ。）を設ける場合には、当該調理設備以

外の部分と一般型乳児等通園支援事業所の調理設備の部分が建築基準法第２条第

７号に規定する耐火構造の床若しくは壁又は建築基準法施行令第１１２条第１項

に規定する特定防火設備で区画されていること。この場合において、換気、暖房

又は冷房の設備の風道が、当該床若しくは壁を貫通する部分又はこれに近接する

部分に防火上有効にダンパーが設けられていること。 

（ア）スプリンクラー設備その他これに類するもので自動式のものが設けられてい

ること。  

（イ）調理用器具の種類に応じて有効な自動消火装置が設けられ、かつ、当該調理

設備の外部への延焼を防止するために必要な措置が講じられていること。  

オ 一般型乳児等通園支援事業所の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃

材料でしていること。  

カ 保育室等その他乳幼児が出入りし、又は通行する場所に、乳幼児の転落事故を

防止する設備が設けられていること。  

キ 非常警報器具又は非常警報設備及び消防機関へ火災を通報する設備が設けられ

ていること。  

ク 一般型乳児等通園支援事業所のカーテン、敷物、建具等で可燃性のものについ

て防炎処理が施されていること。  

（職員）  

第２２条 一般型乳児等通園支援事業所には、保育士その他乳児等通園支援に従事する

職員として市長が行う研修（市長が指定する都道府県知事その他の機関が行う研修を

含む。）を修了した者（以下この条において「乳児等通園支援従事者」という。）を

置かなければならない。  



 

 

２ 乳児等通園支援従事者の数は、乳児おおむね３人につき１人以上、満１歳以上満３

歳未満の幼児おおむね６人につき１人以上とし、そのうち半数以上は保育士とする。

ただし、一般型乳児等通園支援事業所１につき２人を下回ることはできない。 

３ 乳児等通園支援従事者は、専ら当該一般型乳児等通園支援事業に従事するものでな

ければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、専ら当該一般型乳

児等通園支援事業に従事する職員を１人とすることができる。 

（１）当該一般型乳児等通園支援事業と保育所、幼稚園、認定こども園その他の施設又

は事業（以下「保育所等」という。）とが一体的に運営されている場合であって、

当該一般型乳児等通園支援事業を行うに当たって当該保育所等の職員（保育その他

の子育て支援に従事する職員に限る。）による支援を受けることができ、かつ、専

ら当該一般型乳児等通園支援事業に従事する職員が保育士であるとき。 

（２）当該一般型乳児等通園支援事業を利用している乳幼児の数が３人以下である場合

であって、保育所等を利用している乳幼児の保育が現に行われている保育室等にお

いて当該一般型乳児等通園支援事業が実施され、かつ、当該一般型乳児等通園支援

事業を行うに当たって当該保育所等の保育士による支援を受けることができるとき。 

（設備及び職員の基準の特例）  

第２３条 子ども・子育て支援法第３０条第１項第４号に規定する特例保育を行う事業

者が、当該特例保育を行う事業所において一般型乳児等通園支援事業を行う場合には、

前２条の規定は適用しない。  

（乳児等通園支援の内容）  

第２４条 一般型乳児等通園支援事業における乳児等通園支援は、児童福祉施設の設備

及び運営に関する基準（昭和２３年厚生省令第６３号）第３５条に規定する内閣総理

大臣が定める指針に準じ、乳児等通園支援事業の特性に留意して、利用乳幼児及びそ

の保護者の心身の状況等に応じて提供されなければならない。  

（保護者との連絡）  

第２５条 一般型乳児等通園支援事業を行う者は、利用乳幼児の保護者と密接な連絡を

とり、乳児等通園支援の内容等につき、その保護者の理解及び協力を得るよう努めな

ければならない。  

第３節 余裕活用型乳児等通園支援事業  



 

 

（設備及び職員の基準） 

第２６条 余裕活用型乳児等通園支援事業を行う事業所の設備及び職員の基準は、次の

各号に掲げる施設又は事業所の区分に応じ、当該各号に掲げる条例の定めるところに

よる。 

（１）保育所 愛媛県児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例（令和３

年愛媛県条例第１３号）（保育所に係るものに限る。） 

（２）幼保連携型認定こども園（認定こども園法第２条第７項に規定する幼保連携型認

定こども園をいう。次号において同じ。）以外の認定こども園 就学前の子どもに

関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行条例（平成１８年愛媛

県条例第５４号） 

（３）幼保連携型認定こども園 愛媛県幼保連携型認定こども園の設備及び運営に関す

る基準を定める条例（令和５年愛媛県条例第１１号） 

（４）家庭的保育事業等を行う事業所 新居浜市家庭的保育事業等の設備及び運営に関

する基準を定める条例（平成２６年条例第２７号）（居宅訪問型保育事業に係るも

のを除く。） 

（準用）  

第２７条 第２４条及び第２５条の規定は、余裕活用型乳児等通園支援事業について準

用する。  

第３章 雑則  

（電磁的記録） 

第２８条 乳児等通園支援事業者及び乳児等通園支援事業所の職員は、記録、作成その

他これらに類するもののうち、この条例の規定において書面（書面、書類、文書、謄

本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することがで

きる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。）で行う

ことが規定されている又は想定されるものについては、書面に代えて、当該書面に係

る電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することがで

きない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるもの

をいう。）により行うことができる。 

附 則  



 

 

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２３条の規定は、令和８年４月１日

から施行する。 

 

提案理由  

児童福祉法の一部が改正され、乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準が条

例に委任されたことに伴い、当該基準について必要な事項を定めるため、本案を提出す

る。  



 

 

議  案  第  ８３  号  

 

 

新居浜市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について  

 

新居浜市火災予防条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。  

 

令和７年１２月２日提出  

 

新居浜市長 古 川 拓 哉  

 

 

新居浜市火災予防条例の一部を改正する条例  

 

新居浜市火災予防条例（昭和３７年条例第４号）の一部を次のように改正する。  

目次中 

「第３章の２ 住宅用防災機器の設置及び維持に関する基準等（第２９条の２―第２９ 

条の７）                           」

を 

「第３章の２ 住宅用防災機器の設置及び維持に関する基準等（第２９条の２―第２９ 

条の７） 

第３章の３ 林野火災の予防（第２９条の８・第２９条の９）         」

に改める。 

第３条第１項第１号及び第１８条第１項第１号中「次の各号」を「次」に改める。 

第２９条中「警報」を「警報（法第２２条第３項に規定する火災に関する警報をいう。

以下同じ。）」に改め、同条第７号を削る。 

第３章の２の次に次の１章を加える。 

第３章の３ 林野火災の予防 

（林野火災に関する注意報） 



 

 

第２９条の８ 市長は、気象の状況が山林、原野等における火災（以下「林野火災」と

いう。）の予防上注意を要すると認めるときは、林野火災に関する注意報を発するこ

とができる。 

２ 前項の規定による注意報が発せられたときは、注意報が解除されるまでの間、市の

区域内に在る者は、第２９条各号に定める火の使用の制限に従うよう努めなければな

らない。 

３ 市長は、林野火災の発生の危険性を勘案して、前項の規定による火の使用の制限の

努力義務の対象となる区域を指定することができる。 

（林野火災の予防を目的とした火災に関する警報の発令中における火の使用の制限） 

第２９条の９ 市長は、林野火災の予防を目的として火災に関する警報を発したときは、

林野火災の発生の危険性を勘案して、第２９条各号に定める火の使用の制限の対象と

なる区域を指定することができる。 

第４２条の３第１項第３号中「第４５条第６号」を「第４５条第１項第６号」に改め

る。 

第４５条第１号中「行為」を「行為（たき火を含む。）」に改め、同条に次の１項を

加える。 

２ 消防長は、前項各号に掲げるそれぞれの行為について、届出の対象となる期間及び

区域を指定することができる。 

附 則 

この条例は、令和８年１月１日から施行する。 

 

提案理由 

林野火災の予防に関する事項等を定めるため、本案を提出する。 






















